
はじめに
評価通達24の前段では、私道の用に
供されている宅地の価額は、11《評価
の方式》から21－2《倍率方式による
評価》までの定めにより計算した価額
の30％で評価することとされ、その後
段では、私道が不特定多数の者の通行
の用に供されているときは、私道の価
額は評価しないこととされています。
私道を減額評価する理由は、前段は
特定多数といえる私道部分の隣接地の
住民等だけが利用する行き止まり道路
を、後段は不特定多数の者が利用する
通り抜け道路などを想定し、第三者の
利用を容認しなければならない負担を
前提に、そのことによる利用の制限に
よる減価を時価評価の面で反映したも
のであると解されています（平成25年
6月26日広島地裁）。
今回は、評価通達24をめぐり争われ
た最近の判決をご紹介します。

Ⅰ 共同住宅の歩道状空地

平27．7．16東京地裁判決
（棄却）（控訴）Ｚ888－1972

＜事案の概要＞
原告らが、相続により取得したＡ市
及びＢ市にある共同住宅の敷地（本件
各土地）のうち、公道沿いの一部には、
インターロッキング舗装が施された幅
員2メートルの歩道状空地が整備さ
れ、その各歩道状空地は、外観上、車
道脇の歩道として、居住者以外の第三
者も利用可能な状態で、小学校の通学
路にも指定されていました。
本件では、各歩道状空地が、評価通
達24の「私道の用に供されている宅地」
に該当するか否かが争われました。
＜裁判所の判断＞
裁判所では、次のとおり、各歩道状
空地は、「私道の用に供されている宅
地」に該当しないとして、私道の減額
評価をすることはできないと判断しま
した。

1．評価通達24の「私道」とは
① 私道のうち、複数の建物敷地の接
道義務（建築基準法43）を満たすた
めに各敷地所有者が共有する道で建
築基準法上の道路とされているもの
は、これに隣接する各敷地の所有者
が、それぞれの接道義務を果たすた
めに不可欠のものであるから、個別
の敷地所有者（すなわち私道の一共
有者）の意思により、これを私道以
外の用途に用いることには困難を伴
うといえるし、また、道路内の建築
制限（同法44）や私道の変更等の制
限（同法45）も適用され、その利用
には制約がある。

② 評価通達24にいう「私道」とは、そ
の利用に上記のような制約があるも
のを指すと解するのが相当である。

2．歩道状空地の「私道」該当性
① 本件各土地は、いずれも公道に接
し、各歩道状空地は、接道義務を果
たすために設けられたものではない
から、各歩道状空地の利用につい
て、私道としての建築基準法上の利
用制限が課されることはない。

② 各歩道状空地は、Ａ市及びＢ市か
らの開発指導要綱等に基づく指導に
より設けられたものであるが、その
ことが事実上やむなくされたことを
もって仮に制約と評価する余地があ
るとしても、かかる制約は、それを
受け入れつつ開発行為を行うのが本
件各土地の利用形態として適切であ
ると考えた上での選択の結果生じた
ものである。

③ しかも、原告らの意思により、本
件各土地の利用形態を変更すれば、
その制約を受けることもなくなるの
であるから、通常の宅地と同様に利
用することができる潜在的可能性と
それに相応する価値を有していると
いえる。

④ 各歩道橋空地を含めて建物敷地の
一部として建ぺい率等が算定されて
いるのであるから、各歩道状空地は
建物敷地に相応する価値を現に有し
ていると考えられる。

⑤ 評価通達24が想定している私道に
課せられた制約の程度と、各歩道状
空地に課されている制約の程度は、
大きく異なるものといわざるを得な
いのであり、各歩道状空地をもっ
て、評価通達24の適用される「私道
の用に供されている宅地」に該当す
るということはできない。

Ⅱ 位置指定道路である私道

平26．10．15東京地裁判決
（棄却）Ｚ888－1921
平27．7．8東京高裁判決
（棄却）（上告、上告受理申立て）
Ｚ888－1973

＜事案の概要＞
この事案は、甲（原告、控訴人）が、
位置指定道路で通り抜け道路でない私
道（本件私道）につき、評価通達24（本
件通達）の前段により約1，600万円と
評価して、相続税申告をした後、私道
の価額は150万円（鑑定評価額）であ
るとして更正の請求をしたところ認め
られなかったため争われたものです。
なお、位置指定道路とは、土地を建
築物の敷地として利用するために築造
する道路で、築造しようとする者が特
定行政庁からその位置の指定を受けた
ものをいいます（建築基準法42①五）。
＜裁判所の判断＞
裁判所では、「準公道的私道」を前
提とする鑑定評価には誤りがあるなど
とし、本件私道は本件通達の前段の定
めに基づき30％評価をすべきであると
して、甲の請求を斥けました。
1．評価通達24の合理性
① 本件通達が定められた趣旨、私道
の用に供されている宅地が本件通達
の前段の定めに該当する場合の評価
割合が30％に引き下げられた経緯に
加え、「他の公的評価基準」である
といえる土地価格比準表における減
価率に照らすと、本件通達に定めら
れた評価方式は、その前段の評価割
合も含め、相続により取得した財産

の取得の時における時価を算定する
ための手法として合理的なものであ
ると認められる。
② 本件通達は、位置指定によるもの
を含めた種々の規制の有無及び程度
を踏まえつつも、私道の用に供され
ている宅地が「不特定多数の者の通
行の用に供されている」といえるか
否かにより、評価割合を異にする評
価方式を定めたものである。このよ
うな評価方式は、私道の用に供され
ている宅地の現実の状況に照らして
その財産的価値を評価するものであ
って、合理性を有するものというべ
きである。
2．行き止まり道路の30％評価
① 本件私道は、いわゆる行き止まり
道路の一部であるところ、相続の開
始した日において、本件私道を利用
する者は、本件私道及び隣接私道に
接する宅地上に存するＡ建物からＨ
建物までを出入りする者に限られ、
しかも、これらの建物は、いずれも
一戸建ての住宅又は共同住宅であっ
て、これらの建物を出入りする者
は、そこに居住する者又はその関係
者等に限られるものと認められる。
② そうすると、本件私道は、位置指
定道路を含むものではあるが、その
現実の状況に照らすと、不特定多数
の者の通行の用に供されているもの
ではなく、本件通達の前段の定めに
基づき評価されるべきものである。

おわりに
歩道状空地の判決については、平成

28年1月28日に控訴審判決が言い渡さ
れ、原判決が維持されました。現在、
上告及び上告受理申立て中です。
なお、TAINSで、私道の評価に関
する判決・裁決を検索する場合の検索
キーワードは、「私道」「評価」です。

収録内容に関するお問い合わせは
データベース編集室へ
TEL 03（5496）1416
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